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井原市ＤＭＯ設立支援業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

    

１．趣 旨 

本業務は、効果的なコンサルティングにより、「観光地経営」の視点に立った観光地域づ

くりの舵取り役となる新たな法人（地域ＤＭＯ）の登録を見据えた支援及び体制づくりを行

うことで、地域全体の持続性の向上や円滑な運営に向けた機運の醸成を図ることを目的とし

ている。 

このため、下記３の参加資格を満たし、本業務の実施を希望する者に対し、参加表明書及

び企画提案書の提出を招請する公募を実施する。 

なお、下記３の参加資格を満たす当該応募者が提出した企画提案書について、業務実施体

制、経験実績、見積価格の適正さ、企画提案内容等を総合的に審査及び評価し、当該事業に

適した事業者を契約相手方の候補者として選定した後、企画提案内容を基に、実施業務内容

等について担当部署と調整協議を行った上で、契約の相手方として決定する。 

  

２．業務委託の概要 

(1) 委託件名    井原市ＤＭＯ設立支援業務委託 

(2) 委託内容  別紙「井原市ＤＭＯ設立支援業務委託仕様書」による。 

(3) 委託期間        契約締結日から令和８年３月３１日までとする。 

(4) 委託料上限額    ７，０００，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

 

３．参加資格 

本案件に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

ただし、参加資格確認後であっても、契約までの期間中に要件に該当しないことが明らか

になった場合には欠格とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない 

こと。 

(2) 井原市物品購入等入札参加資格を有すること（参加表明書の提出期限までに業者登

録をした者を含む。）。 

(3) 井原市の指名停止を受けていないこと。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）により更生手続開始の申立てがなされて 

いないこと及びその開始が決定されていないこと（同法附則第２条の規定によりなお従

前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。）。 

(5) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）により再生手続開始の申立てがなされて 

いないこと及びその開始が決定されていないこと。 

(6) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第 

２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者が代表者若しくはそれに準ず 

る地位に就任し、又は実質的経営に関与している法人等でないこと。 

(7) 労働関連法令に違反し官公署から摘発、勧告等を受けていないこと。 

(8) 本業務を行う体制を有し、過去に同種又は類似業務について、地方自治体又は民間

企業での業務実績があること。 
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４．担当部署 

(1) プロポーザル・契約関係 

       総務部 財政課 契約管理係  担当：吉田（よしだ） 

       〒７１５－８６０１ 岡山県井原市井原町３１１番地１ 井原市役所 

電話：０８６６－６２－９５０７ 

ＦＡＸ：０８６６－６２－１７４４（総務課着） 

       e-mail:zaisei@city.ibara.lg.jp 

     

(2) ＤＭＯ設立支援業務関係 

       建設経済部 観光交流課 観光交流係  担当：磯村（いそむら） 

       〒７１５－００１４ 岡山県井原市七日市町１０番地 

井原市地場産業振興センター２階 

電話：０８６６－６２－８８５０ 

ＦＡＸ：０８６６－６２－８８５３（観光交流課着） 

       e-mail：kankokouryu@city.ibara.lg.jp 

 

５．委託業務参加手続等 

(1) 業務委託仕様書等の配布期間及び場所 

ア 配布期間  令和７年４月９日（水）から令和７年４月２５日（金）まで（閉庁

日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

   イ 配布場所  建設経済部 観光交流課 観光交流係 

          なお、観光交流課のホームページからダウンロードすることができる。 

 

(2) 参加表明書の提出期間、場所及び方法 

ア 提出期間  令和７年４月９日（水）から令和７年４月２５日（金）まで（閉庁

日を除く。）の午前９時から午後５時まで（必着） 

   イ 提出場所  総務部 財政課 契約管理係 

   ウ 提出方法  持参又は郵送（書留郵便又はこれに準じる方法によるものに限る。） 

   エ 提出書類  ・参加表明書（様式第１号）  １部 

           ・会社概要書（様式第２号）  １部 

           ・業務体制表（様式第３号）  １部 

           ・配置予定者調書（様式第４号）１部 

 

(3) 業務内容についての質問の受付及び回答 

   ア 質問の受付 

    この業務の仕様書等に関する質問は、質問書（様式第５号）で令和７年４月２１日

（月）午後１時までに、総務部財政課契約管理係へファクリミリ又は電子メールによ

り行うこと。なお、送信後、電話により到着確認を行うこと。 

   イ 質問の回答 

質問に対する回答は、令和７年４月２３日（水）午後５時までに井原市ホームペー

ジにより行う。 

 

６．参加資格要件の審査及び通知 

(1) 参加表明書が提出された場合には、参加資格要件の審査を行う。 

(2) 審査の結果、参加資格を満たすと認められる者に対しては、令和７年４月３０日
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（水）までに書面により通知するとともに、企画提案書（様式第６号）の提出を要請す

る。 

(3) 審査の結果、参加資格を満たさない者に対しては、その旨を令和７年４月３０日

（水）までに書面により通知する。なお、この通知を受けた者は、企画提案書を提出す

ることができない。 

 

７．企画提案書の提出等 

(1) 企画提案書の提出方法 

  ア 提出期間  上記６(2)の通知を受けた日から令和７年５月１９日（月）まで（閉

庁日を除く。）の午前９時から午後５時まで（必着） 

イ 提出場所  総務部 財政課 契約管理係 

ウ 提出方法  持参又は郵送（書留郵便又はこれに準じる方法によるものに限る。） 

   エ 提出書類  ・企画提案書        １０部（正本１部＋副本９部） 

           ・企画提案内容（任意様式） １０部（正本１部＋副本９部） 

           ・見積書（様式第７号）   １０部（正本１部＋副本９部） 

(2) 企画提案内容の構成 

     企画提案内容（任意様式）の構成については、下記のとおりとし、仕様書に基づき

簡潔に作成すること。 

ア 用紙サイズは、Ａ４又はＡ３の様式とする（Ａ３サイズのものはＡ４に折り込む

こと）。 

イ 文字サイズは、基準を１１ポイントとする。ただし、強調したい部分等は、文字

サイズを変更しても差し支えない。文字色、太字表示、図及び画像の設定は、自由と

する。 

ウ 長辺綴じ簡易ファイル（製本不要）にて提出するものとし、正本の簡易ファイル

の表紙及び背表紙に提案者を識別できるよう社名を表示すること。ただし、評価の公

平を保つため、副本には提案者を識別でき得る情報(社名、ロゴ等)を含めないこと。 

エ ページ番号を付すること。 

オ 専門用語を使用する場合には、必ず注釈を付けること。 

(3) 企画提案者が多数となった場合の措置 

    企画提案者が多数となった場合は、井原市に設置する選定委員会において、別に定

める「「井原市ＤＭＯ設立支援業務委託」に係る評価基準」に沿って書類審査を行い、

あらかじめプレゼンテーションの参加者を３者程度に選定する。 

(4) その他 

参加表明書の提出後、辞退する場合には、必ず企画提案辞退届（任意様式）を提出

すること。 

 

８．プレゼンテーションの実施 

  企画提案書に係るプレゼンテーションを実施し、企画提案内容の審査及び評価を行う。 

  ※企画提案者が１者のみであった場合でも、プレゼンテーションを実施し、評価基準に

沿って企画提案内容の審査及び評価を行う。 

なお、プレゼンテーションの内容は、企画提案者の裁量に任せる。 

(1) 日時及び会場は、令和７年５月下旬～６月上旬を予定しており、参加表明書の提出

後、財政課から別途連絡を行う。 

(2) プレゼンテーションを実施する順番は、参加表明書の受付順を採用する。 

(3) プレゼンテーションの時間は、各社３０分以内とし、その後１５分以内の質疑応答
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時間を設ける。 

(4) プレゼンテーション実施にあたり備品等（パソコン、プロジェクター、スクリーン

等）を使用する場合には、提案者で用意することとする。 

    なお、その際に要する電源は、会場の電源コンセントを使用すること。 

(5) プレゼンテーションの実施に際し企画提案内容以外の追加資料の提示は、認めない。 

(6) プレゼンテーションへの出席者は、１者につき３名以内とし、実際に業務に携わる

責任者が必ず出席すること。 

 

９．契約候補者の選定及び結果通知 

(1) 契約候補者の選定 

   ア プレゼンテーションの実施により、選定委員会において、評価基準に沿って業務

実施体制、経験実績、見積価格の適正さ、企画提案内容等を総合的に審査及び評価し、

各選定委員の評価点の合計得点の高い順に順位を決定する。 

   イ 合計点数が同点の場合は、各選定委員の評価において上位票の多い提案者を優位

とし、順位を決定する。 

ウ 決定した順位が１位の提案者を契約候補者とする。 

    

(2) 結果の通知 

審査結果は、契約候補者として選定された旨又は、選定されなかった旨を書面によ

り通知する。 

 

１０．契約の締結 

(1) 契約の締結 

契約候補者として選定された提案者は、企画提案内容を基に実施業務、契約の内容

等を観光交流課と調整を行った上で、協議が整った場合に「井原市ＤＭＯ設立支援業務

委託」の随意契約を締結する。ただし、その者と合意に至らなかった場合は、次に順位

が高い者から順に協議を行う。 

 

(2) 契約金額 

   契約金額については、交渉結果に応じた見積書を新たに徴取し、市が設定する予定

価格の範囲内であると確認した上で決定する。 

 

１１．スケジュール（予定） 

  令和７年４月 ９日（水）   公募、受付開始（市ホームページ等での発表） 

  令和７年４月２１日（月）   質問受付期日         午後１時まで 

  令和７年４月２３日（水）   質問回答期日         午後５時まで 

  令和７年４月２５日（金）   参加表明書提出期限      午後５時まで 

  令和７年５月１９日（月）   企画提案書提出期限      午後５時まで 

  令和７年５月下旬～６月上旬  プレゼンテーション審査及び結果通知 

  令和７年６月上旬       契約候補者との交渉及び契約締結 

 

１２．その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

(2) 提出物作成に必要な資料を入手するための照会窓口は、上記４に同じ。 

(3) 参加表明書、企画提案書等の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とする。 
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(4) 提出された参加表明書、企画提案書等は返却しない。なお、提出された書類は、本

件選定の目的以外には使用しない。 

(5) 提出期限以後における書類の差替え又は再提出は、市が指示する場合を除き認めな

い。 

(6) 参加資格の確認に際し虚偽の記載をした場合には、当該参加表明書を無効とすると

ともに、虚偽の記載をした者に対して、指名停止の処分を行うことができる。 

(7) 本プロポーザルは、ＤＭＯ設立支援業務に対する優れた業務遂行能力等を有する事

業者であるか審査し、契約候補者として選定することを目的に実施するものであり、委

託事業実施に際し、企画提案の内容をそのまま実施することをあらかじめ約束するもの

ではい。契約の交渉段階においては、企画提案内容を基に、実施業務内容等についての

調整協議を行う。 

(8) 審査の経緯及び内容に関しては、いかなる問い合わせにも応じないものとする。 

(9) その他必要な事項は、建設経済部観光交流課長が別に定める。 

 

 


